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改正後 

亀山市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正前 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第４４条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条の１２の規定に基づ

く納付の告知を受けた場合には   、当該不足税額を当該通知書の

指定する期限までに、施行規則第２２号の４様式による納付書により

 

第４４条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条の１２の規定に基づ

く納付の告知を受けた場合

納付しなければならない。 

においては、当該不足税額を当該通知書の

指定する期限までに、施行規則第２２号の４様式による納付書によっ

て納付しなければならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１項、

第２項、第４項又は第１９項の納期限（同条第２３項の申告納付に係

る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第１項、第２項又は

第４項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長され

た納期限とする。第４項第１号において同じ

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１項、

第２項、第４項又は第１９項の納期限（同条第２３項の申告納付に係

る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第１項、第２項又は

第４項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長され

た納期限とする。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（前項の納期限まで

の期間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する

延滞金額を加算して納付しなければならない。 

             。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（前項の納期限まで

の期間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する

延滞金額を加算して納付しなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（これに

類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）があっ

たとき（当該増額更正 に係る市民税について法第３２１条の８第１

項

４ 第２項の場合において、

、第２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以下この項にお

法第３２１条の８第２２項に規定する申告

書（以下この項において「修正申告書」という。）の提出  があっ

たとき（当該修正申告書に係る市民税について同条第１項     

 、第２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以下この項にお
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いて「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申

告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するも

のを含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、

当該増額更正があった   ときに限る。）は、当該増額更正   

 により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に

相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）

については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正に

より納付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項

いて「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申

告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するも

のを含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、

当該

に規定する

市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の

基礎となる期間から控除する。 

修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提

出により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に

相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）

については            、次に掲げる期間（詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る 

        市民税又は令第４８条の１５の５第３項に規定する

市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の

基礎となる期間から控除する。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基

づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は

法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）

によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日か

ら起算して１年を経過する日）の翌日から当該増額更正     

の通知をした日（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に

係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあって

は、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは

決定の通知をした日）まで

（２）当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基

づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は

法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）

によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日か

ら起算して１年を経過する日）の翌日から当該

の期間 

修正申告書に係る更

正の通知をした日まで                    

                              

                              

            の期間 

附 則    附 則 
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 （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第３０条 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車

が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

第３０条 削除 

２  市長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第

９２条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長され

た納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、

国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該

申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の

偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けた

ことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消

したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承

継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の

所有者とみなして、軽自動車税に関する規定（第９４条及び第９５条

の規定を除く。）を適用する。 

３  前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、

同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。 

４  第２項の規定の適用がある場合における第１０条の規定の適用につ

いては、同条中「納期限（」とあるのは、「納期限（附則第３０条第２
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項の規定の適用がないものとした場合の当該３輪以上の軽自動車の所

有者についての軽自動車税の納期限とし、当該」とする。 
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亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が５２

万円を超える場合には、５２万円)、同条第３項本文の後期高齢者支援

金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して

得た額が１７万円を超える場合には、１７万円)並びに同条第４項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該

減額して得た額が１６万円を超える場合には、１６万円)の合算額とす

る。 

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が５２

万円を超える場合には、５２万円)、同条第３項本文の後期高齢者支援

金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して

得た額が１７万円を超える場合には、１７万円)並びに同条第４項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該

減額して得た額が１６万円を超える場合には、１６万円)の合算額とす

る。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２７

万円      

（２）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

(前号に該当する者を除く。) 

２６

万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前

号に該当する者を除く。) 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

（３）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき４９

万円

（３）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前２号に該

当する者を除く。) 

４８

万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前２号に該

当する者を除く。) 

ア～カ （略） ア～カ （略） 
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亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

（１）非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死

亡し、若しくは障害の状態となった場合には   、死亡若しくは

負傷の原因である事故が発生した日又は診断により 死亡の原因で

ある疾病の発生が確定した日若しくは診断により 

（１）非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死

亡し、若しくは障害の状態となった場合

疾病の発生が確

定した日において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属して

いた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表

に定める額とする。 

にあっては、死亡若しくは

負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因で

ある疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確

定した日において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属して

いた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表

に定める額とする。 

（２）消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措

置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従

事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事した

ことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業

等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の

状態となった場合には   

（２）消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措

置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従

事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事した

ことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業

等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の

状態となった場合、８，８００円とする。ただし、その

額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認め

られるときは、１万４，２００円を超えない範囲内においてこれを

にあっては、８，８００円とする。ただし、その

額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認め

られるときは、１万４，２００円を超えない範囲内においてこれを
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増額した額とすることができる。 増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常

勤水防団員又は消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）

の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により 

死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により 疾病

の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として非常勤

消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある

非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１号に該

当する扶養親族については３３３円を、第２号に該当する扶養親族に

ついては１人につき２６７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する

者がない場合には、そのうち１人については３３３円）を、第３号か

ら第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき

２１７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者及び第２号に該当

する扶養親族がない場合には  、そのうち１人については３００円

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常

勤水防団員又は消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）

の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断

）

を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 

によって

死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病

の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として非常勤

消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある

非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第１号に該

当する扶養親族については４３３円を、第２号          

                               

                              か

ら第５号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき

２１７円（非常勤消防団員等に第１号に掲げる者         

     がない場合にあっては、そのうち１人については３６７円）

を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 （２）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子    及び孫 

 （３）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

（４）～（６）（略） （３）～（５）（略） 

４ 扶養親族たる子のうちに １５歳に達する日後の最初の４月１日か

ら２２歳 に達する日以後の最初の３月３１日までの間（以下この項

において

４ 扶養親族たる子のうちに

「特定期間」という。）にある子がいる非常勤消防団員等に

満１５歳に達する日後の最初の４月１日か

ら満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間（以下   

    「特定期間」という。）にある子がいる非常勤消防団員等に
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ついては、前項の規定にかかわらず、１６７円に特定期間にある当該

扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した

額をもって補償基礎額とする。 

ついては、前項の規定にかかわらず、１６７円に特定期間にある当該

扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した

額をもって補償基礎額とする。 
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